
千葉県さわやかちば県民プラザ管理規則の改正ついて 

 

 

１ 改正理由 

さわやかちば県民プラザの敷地内に柏児童相談所を建て替えるに当たり、 

令和６年度から造成工事に着手するため、千葉県さわやかちば県民プラザ 

管理規則を改正した。 

 

２ 改正内容 

ア． 別表から「十九 スポーツ広場」及び「二十四 美術の森（専用使用

する場合に限る。）」の表記を削除する。 

イ． 上記アによる別表中の数字の繰り上げ。 

ウ． 別記第一号様式及び第三号様式中「、緑の広場及び美術の森」を「及

び緑の広場」に改める。 

 

３ 施行年月日 

令和６年４月１日 


